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公認会計士・税理士　溝端浩人
税理士　松本栄喜第25回 不動産の評価損は損金算入？

平成31年１月 平成31年１月

　私は、甲社を経営している社長です。先日の台風で当社が所有している建物が損壊しました。この建物について評価損

の計上を検討していますが、この評価損は損金に算入することができるのでしょうか？

　会社が所有する固定資産の時価が下落したというだけでは、資産の評価換えをして帳簿価額を減額しても、その減額し

た金額（評価損）を損金の額に算入することはできません。

　ただし、災害等により建物が倒壊するなど著しい損傷が生じ、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、損

金経理をすることにより、評価損の損金算入が認められます。

固定資産の評価損の計上が認められる場合

　会社が有する固定資産について、次の事実により固定資産の時価が下落している場合には、帳簿価額と時価との差額を評価損として損

金の額に算入することができます。

　ただし、固定資産の時価が下落したとしても、その理由が過度の使用又は修理の不十分等による著しい損耗等の事実に基づくものであ

る場合には、評価損を損金の額に算入することはできません。

　本年10月１日、消費税の税率は、10％に引き上げられます。10月１日前後
に行う取引については、新旧どちらの税率を適用するのかが問題となります。
適用する税率は、原則として、譲渡する目的物を引き渡した日の税率です。
　例えば、９月30日までに商品の引渡しが完了していれば、代金を受け取る
日が10月１日以後であっても、商品を引き渡した日の税率８％を適用します。
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　また、９月30日までに前金を受け取っていたとしても、10月１日以後に商
品を引き渡した場合には、商品を引き渡した日の税率10％を適用します。

　ただし、税率変更に伴う取引価格の改定が困難であると考えられる取引に
は、10月１日以後も旧税率８％を適用する経過措置が設けられています。

　10月１日の前後にまたがって行われる取引は税率の判断が難しくなることから、次のような経過措置が設けられています。

平成26年４月１日から平成31年９月30日までの間に代金の支払いがあった
旅客運賃、映画館、劇場、競馬場、美術館、遊園地等の入場料金

⑴　旅客運賃等

１　新旧税率の適用関係

２　10月１日の前後にまたがって行われる取引に係る主な経過措置

３　指定日を基準とする主な経過措置
　税率が引き上げられる６か月前の日（指定日）よりも前に契約等を行っていることを要件とする経過措置が設けられています。主な経過措置は、次のとおりです。

平成31年10月１日前から継続供給している電気、ガス、水道、電話、灯油
等の料金で、平成31年10月１日から平成31年10月31日までの間に料金が確
定するもの

⑵　電気料金等

製造業者等が平成31年９月30日までに領収した家電リサイクル料

⑶　家電リサイクル料

平成26年４月１日から平成31年９月30日までに行ったリース譲渡（ファイ
ナンス・リース）に基づくリース料

⑷　リース譲渡

工事や製造に係る請負契約、測量、設計及びソフトウエアの開発など一定
の請負契約を平成25年10月１日から平成31年３月31日までの間に締結した
もの

⑴　請負工事等

平成25年10月１日から平成31年３月31日までの間に締結した契約に基づき、
平成31年10月１日前から引き続き行う資産の貸付け

⑵　資産の貸付け

平成31年３月31日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契
約に基づき行う書籍その他の物品の譲渡で、対価を平成31年９月30日まで
に領収しているもの

⑷　予約販売に係る書籍等

平成31年３月31日までに販売価格等の条件を提示し、平成31年９月30日ま
でに申込みを受け、提示した条件で行う通信販売

⑸　通信販売

平成25年10月１日から平成31年３月31日までの間に契約を締結した冠婚葬
祭互助会サービス

⑶　冠婚葬祭のための役務の提供

平成25年10月１日から平成31年３月31日までの間に締結した終身入居契約
（介護料金を入居一時金として支払うもの）に基づき平成31年10月１日前
から引き続き行う老人ホームの介護

⑹　有料老人ホーム

　経過措置の適用には、法令の要件を満たす必要があります。判断に当たっては、国税庁の案内を確認し、税理士等の専門家にご相談ください。

４　要件に注意

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

切符等の販売 入場等

８％税率施行日
H26.４.１

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

継続供給 権利確定

H31.10.31

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

リサイクル料領収 リサイクル実施

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

引渡し

前回指定日
H25.10.１

31年指定日
H31.４.１

契約
※ 前回指定日の前日（平成25年９月30日）までに締結した請負契約には、旧税率５％が適用されます。

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

前回指定日
H25.10.１

31年指定日
H31.４.１

契約 貸付開始

※ 冠婚葬祭互助会サービスは、割賦販売法の規制対象であり、営業は経済産業大臣の許可が必要で、法人
　 化が義務付けられています。

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

前回指定日
H25.10.１

31年指定日
H31.４.１

契約 冠婚葬祭互助会サービス

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

31年指定日
H31.４.１

契約 定期供給対価領収

※ 飲食料品の譲渡及び新聞の定期購読契約に基づく譲渡には、経過措置の対象ではなく、軽減税率が適用
　 されます。

※ 飲食料品の譲渡及び新聞の定期購読契約に基づく譲渡には、経過措置の対象ではなく、軽減税率が適用
　 されます。

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

31年指定日
H31.４.１

申込条件提示 引渡し

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

前回指定日
H25.10.１

31年指定日
H31.４.１

契約 介護サービス

復旧のために支出する費用の取扱い
　会社が災害により被害を受けた固定資産について支出する次のような費用は、修繕費として処理することが認

められます。

⑴　被災を受けた固定資産についてその原状を回復するための費用

⑵　被災を受けた固定資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために

支出する費用

＊１　評価損の計上は、その損失を損金経理によって帳簿価額から減額した場合にのみ認められます。

＊2　損金経理は必要ありませんが、評価損を損金算入するためには、確定申告書に一定の書類の添付が必要です。

評価損の計上事実 ポイント

物損等の事実

•災害により著しく損傷したこと

災害による不動産の滅失、倒壊、地割れや地盤の隆起等が該

当します。

•１年以上にわたり遊休状態にあること

•本来の用途に使用できないため、他の用途に使用されたこと

•所在する場所の状況が著しく変化したこと　等

①
•損金経理必要＊１

•損金算入額は、評価換え直前の帳簿価

額と期末時価との差額まで

② 法的整理（再生手続開始の決定による評価換え等）の事実等

③
再生計画認可の決定があり、その資産の価額につき所定の評定を

行っていること等
•損金経理不要＊2

適用税率
８％

10％税率施行日
H31.10.１

商品引渡し 売掛金回収

適用税率
10％

10％税率施行日
H31.10.１

前金受領 商品引渡し

適用税率
旧８％

10％税率施行日
H31.10.１

リース譲渡 売上計上

８％税率施行日
H26.４.１

消費税率引上げに伴う経過措置


